
議案第４０号 

 

南あわじ市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例制定 

について 

 

 南あわじ市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例を別紙のとおり

制定する。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘 



南あわじ市条例第  号 

 

南あわじ市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

 

南あわじ市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成 18

年南あわじ市条例第９号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 情報システム整備計画等（第３条・第４条） 

第３章 手続等における情報通信技術の利用（第５条―第９条） 

第４章 添付書面等の省略（第 10 条） 

第５章 情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正（第 11 条） 

第６章 雑則（第 12 条・第 13 条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報シス

テムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差

の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必

要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行

政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もっ

て市民生活の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 条例等 市の条例及び規則（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 120

条に規定する会議規則、同法第 130条第３項に規定する規則及び同法第 138

条の４第２項に規定する規程並びに地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292

号）第 10 条に規定する管理規程を含む。以下同じ。）並びに知事の権限に

属する事務に係る事務処理の特例に関する条例（平成 11 年兵庫県条例第



53 号）及び教育委員会の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する

条例（平成 11 年兵庫県条例第 59 号）により市が処理することとされた事

務について規定する兵庫県の条例及び兵庫県の執行機関の規則をいう。 

⑵ 市の機関 市長その他の執行機関若しくは議会又はこれらに置かれる機

関をいう。 

⑶ 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された

紙その他の有体物をいう。 

⑷ 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に

記載することをいう。 

⑸ 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。 

⑹ 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関に対して行

われる通知をいう。 

⑺ 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をい

う。）の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関が行う通知（不特定の

者に対して行うものを除く。）をいう。 

⑻ 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に記録

されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 

⑼ 作成等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成

し、又は保存することをいう。 

⑽ 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 

第２章 情報システム整備計画等 

（情報システム整備計画） 

第３条 市は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る市の機関の情報

システム（以下単に「情報システム」という。）の整備を総合的かつ計画的に

実施するため、情報システムの整備に関する計画（以下「情報システム整備

計画」という。）を作成するものとする。 

２ 市は、情報システム整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表す



るものとする。情報システム整備計画を変更したときも、同様とする。 

（情報システムの整備） 

第４条 市の機関は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備する

ものとする。 

２ 市の機関は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情

報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講ずるもの

とする。 

３ 市の機関は、第１項の規定による情報システムの整備に当たっては、これ

と併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する

市の機関の事務の簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めるもの

とする。 

第３章 手続等における情報通信技術の利用 

（電子情報処理組織による申請等） 

第５条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等に

より行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例

等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報

処理組織（市の機関の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）

とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法により行うことができ

る。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等について

は、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたも

のとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用

する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該

申請等を受ける市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ

の記録がされた時に当該市の機関に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をす

ることが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法

により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわら



ず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）

第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。第 10 条において同じ。）の

利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるもの

をもって代えることができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納

付の方法が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方

法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定に

かかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用

する方法であって規則で定めるものをもってすることができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、

申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場

合その他の当該申請等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法

により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とし

て規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該申請等のうち当

該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第

２項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等（第６項の規定によ

り前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第５項までにおいて同

じ。）」とする。 

（電子情報処理組織による処分通知等） 

第６条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において

書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、

当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める

電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処

分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨

の規則で定める方式による表示をする場合に限る。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等につ

いては、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行

われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等

の規定を適用する。 



３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、

当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

への記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。 

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署

名等をすることが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用

する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定に

かかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものを

もって代えることができる。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があ

る場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるも

のがある場合その他の当該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組織

を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分

がある場合として規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該

処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。こ

の場合において、第２項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処

分通知等（第５項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この

項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 

（電磁的記録による縦覧等） 

第７条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等に

より行うことが規定されているもの（申請等に基づくものを除く。）について

は、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面

等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類によ

り行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等

については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行わ

れたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定

を適用する。 

（電磁的記録による作成等） 

第８条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等に

より行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわ



らず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行う

ことができる。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する

他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等

その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をす

ることが規定されているものを第１項の電磁的記録により行う場合には、当

該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明ら

かにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。 

（適用除外） 

第９条 次に掲げる手続等については、第５条から前条までの規定は、適用し

ない。 

⑴ 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確

認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所

に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行

うことが適当でないものとして規則で定めるもの 

⑵ 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う

ことが規定されているもの（第５条第１項、第６条第１項、第７条第１項

又は前条第１項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。） 

第４章 添付書面等の省略 

第 10 条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の規則

で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該

申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の

規定にかかわらず、市の機関が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組

織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分

に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、

当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することが

できる場合には、添付することを要しない。 



第５章 情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正 

第 11 条 市は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が

情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又

は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることが

できるようにするための施策、当該援助を行う者の確保及び資質の向上のた

めの施策その他の年齢、身体的な条件、地理的な制約その他の要因に基づく

情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図る

ために必要な施策を講ずるものとする。 

第６章 雑則 

（情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表） 

第 12 条 市は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる市

の機関に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技

術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その

他の方法により随時公表するものとする 

（委任） 

第 13 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の南あわじ市情報通信技術を活用した行政の推進に

関する条例（以下「新条例」という。）第５条及び第６条の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行われる申請等又は処分通知等

について適用し、施行日前に行われた電子情報処理組織による申請等又は処

分通知等については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の南あわじ市行政手続等に

おける情報通信の技術の利用に関する条例第５条又は第６条の規定により行

われている縦覧等又は作成等については、新条例第７条又は第８条の規定に

より行われている縦覧等又は作成等とみなして、これらの規定を適用する。 



議案第４１号 

 

南あわじ市大学入学奨励金支給条例の一部を改正する条例制定に 

ついて 

 

 南あわじ市大学入学奨励金支給条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定する。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘 



南あわじ市条例第  号 

 

   南あわじ市大学入学奨励金支給条例の一部を改正する条例 

 

南あわじ市大学入学奨励金支給条例（平成 24 年南あわじ市条例第 19 号）の

一部を次のように改正する。 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に

次の１項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症に係る休学時の支給対象者） 

２ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）附則第１

条の２に規定する新型コロナウイルス感染症に起因し、同法第 45 条第２項

の規定による兵庫県知事からの要請により市内の大学が休学となったことに

より、入学後１箇月を経過する日までに市内に居住することができない入学

生に対する第２条の規定の適用については、同条第１項中「入学後１箇月を

経過する日から入学の日の属する年度の 10 月１日までの間」とあるのは、

「大学キャンパスでの授業開始後１箇月を経過する日から」と読み替えるも

のとする。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



南あわじ市大学入学奨励金支給条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

附 則 附 則  

 （施行期日）  

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 １ この条例は、平成25年４月１日から施行する。  

 （新型コロナウイルス感染症に係る休学時の支給対象者）  

 ２ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）附則

第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症に起因し、同法第4

5条第２項の規定による兵庫県知事からの要請により市内の大学が休

学となったことにより、入学後１箇月を経過する日までに市内に居住

することができない入学生に対する第２条の規定の適用については、

同条第１項中「入学後１箇月を経過する日から入学の日の属する年度

の10月１日までの間」とあるのは、「大学キャンパスでの授業開始後

１箇月を経過する日から」と読み替えるものとする。 

 

   

 



議案第４２号 

 

南あわじ市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制 

定について 

 

 南あわじ市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定する。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘 



南あわじ市条例第  号 

 

 南あわじ市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

南あわじ市消防団員等公務災害補償条例（平成 17 年南あわじ市条例第 177

号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項第１号中「日に」を「日（以下「事故発生日」という。）に」に

改め、同項第２号中「8,800 円」を「8,900 円」に改め、同条第３項中「死亡若

しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である

疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日」を「事

故発生日」に改める。 

 附則第５条第５項第２号及び第６項並びに第６条第７項第２号及び第８項中

「100 分の５」を「事故発生日における法定利率」に改める。 

 別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

補償基礎額表 

階級 

勤務年数 

10 年未満 10 年以上 

20 年未満 

20 年以上 

団長及び副団長 円 

12,440 

円 

13,320 

円 

14,200 

分団長及び副分団長 10,670 11,550 12,440 

部長、班長及び団員 8,900 9,790 10,670 

備考 

１ 事故発生日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階

級に任命された非常勤消防団員又は非常勤水防団員の階級は、当該事故

又は疾病が発生した日の前日においてその者が属していた階級による。 

２ １の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該階級に任

命された日以後の期間と当該階級に任命された日前における当該階級

と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属していた期間とを合算



する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南あわじ市消防団員等公

務災害補償条例の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

第２条 この条例による改正後の南あわじ市消防団員等公務災害補償条例第５

条第２項及び別表の規定は、令和２年４月１日以後に支給すべき事由の生じ

た同条例第５条第１項に規定する損害補償（以下この項において「損害補償」

という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同

条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補

償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下この項において「傷

病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた

損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同

日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 



南あわじ市消防団員等公務災害補償条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第４条 略 第１条～第４条 略  

（補償基礎額） （補償基礎額）  

第５条 略 第５条 略  

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

⑴ 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病によ

り死亡し、若しくは障害の状態となった場合にあっては、死亡若し

くは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の

原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の

発生が確定した日において当該非常勤消防団員又は非常勤水防団

員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数

に応じて別表に定める額とする。 

⑵ 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措

置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従

事し、若しくは救急業務に協力し又は応急措置の業務に従事したこ

とにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等

に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事

したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状

態となった場合にあっては、8,800円とする。ただし、その額が、

その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められ

るときは、１万4,200円を超えない範囲内においてこれを増額した

額とすることができる。 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

⑴ 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病によ

り死亡し、若しくは障害の状態となった場合にあっては、死亡若し

くは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の

原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の

発生が確定した日（以下「事故発生日」という。）において当該非

常勤消防団員又は非常勤水防団員が属していた階級及び当該階級

に任命された日からの勤務年数に応じて別表に定める額とする。 

⑵ 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措

置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従

事し、若しくは救急業務に協力し又は応急措置の業務に従事したこ

とにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等

に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事

したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状

態となった場合にあっては、8,900円とする。ただし、その額が、

その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められ

るときは、１万4,200円を超えない範囲内においてこれを増額した

額とすることができる。 

 



３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員又は非常勤

水防団員若しくは消防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」と

いう。）の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診

断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断

によって疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく

主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族と

し、扶養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定によ

る金額に、第１号に該当する扶養親族については433円を、第２号か

ら第５号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき

217円（非常勤消防団員等に第１号に掲げる者がない場合にあって

は、そのうち１人については367円）を、それぞれ加算して得た額を

もって補償基礎額とする。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員又は非常勤

水防団員若しくは消防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」と

いう。）の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非

常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族

のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第

１号又は第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族につ

いては１人につき217円を、第２号に該当する扶養親族については１

人につき333円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とす

る。 

 

⑴～⑹ 略 ⑴～⑹ 略  

４ 略 ４ 略  

第６条～第35条 略 第６条～第35条 略  

 

附 則 

 

附 則 

 

第１条～第４条 略 第１条～第４条 略  

（障害補償年金前払一時金） （障害補償年金前払一時金）  

第５条 略 第５条 略  

２～４ 略 ２～４ 略  

５ 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年

金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべ

き事由が生じた日の属する月の翌月（第１項の申出が第２項ただし

５ 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年

金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべ

き事由が生じた日の属する月の翌月（第１項の申出が第２項ただし

 



書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属す

る月の翌月）から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払

一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。 

書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属す

る月の翌月）から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払

一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。 

⑴ 略 ⑴ 略  

⑵ 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補

償年金の支給期月から１年を経過する月後の各月に支給されるべ

き障害補償年金の額を、100分の５に当該支給期月以後の経過年数

（当該年数に１年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年

数）を乗じて得た数に１を加えた数で除して得た額 

⑵ 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補

償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき

障害補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月

以後の経過年数（当該年数に１年未満の端数があるときは、これを

切り捨てた年数）を乗じて得た数に１を加えた数で除して得た額 

 

６ 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る

障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月

から起算して1年以内の場合にあっては当該障害補償年金前払一時

金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年

金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による

合計額（以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。）

を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあ

っては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合

計額を差し引いた額に100分の５に当該終了する月の前項に規定す

る経過年数を乗じて得た数に１を加えた数を乗じて得た額を、それ

ぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差

し引いた額とする。 

６ 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る

障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月

から起算して1年以内の場合にあっては当該障害補償年金前払一時

金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年

金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による

合計額（以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。）

を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあ

っては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合

計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する

月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に１を加えた数を乗じ

て得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補

償年金の額から差し引いた額とする。 

 

（遺族補償年金前払一時金） （遺族補償年金前払一時金）  

第６条 略 第６条 略  

２～６ 略 ２～６ 略  
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７ 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年

金前払一時金の支給の原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族

補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属す

る月（次条第２項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができ

ることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有す

ることとなったもの（以下この項において「特例遺族補償年金受給

権者」という。）が第１項の申出を行った場合にあっては、その者

が当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次

条第2項の表の右欄に掲げる年齢（以下この項において「支給停止解

除年齢」という。）に達する月）の翌月（第１項の申出が第２項た

だし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の

属する月の翌月）から、次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金

前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。 

７ 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年

金前払一時金の支給の原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族

補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属す

る月（次条第２項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができ

ることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有す

ることとなったもの（以下この項において「特例遺族補償年金受給

権者」という。）が第１項の申出を行った場合にあっては、その者

が当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次

条第2項の表の右欄に掲げる年齢（以下この項において「支給停止解

除年齢」という。）に達する月）の翌月（第１項の申出が第２項た

だし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の

属する月の翌月）から、次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金

前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。 

 

⑴ 略 ⑴ 略  

⑵ 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補

償年金の支給期月から１年を経過する月後の各月に支給されるべ

き遺族補償年金の額を、100分の５に当該支給期月以後の経過年数

（当該年数に１年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年

数）を乗じて得た数に１を加えた数で除して得た額 

⑵ 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補

償年金の支給期月から１年を経過する月後の各月に支給されるべ

き遺族補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期

月以後の経過年数（当該年数に１年未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた年数）を乗じて得た数に１を加えた数で除して得た額 

 

８ 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る

遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月

から起算して１年以内の場合にあっては当該遺族補償年金前払一時

金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年

金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による

合計額（以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。）

８ 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る

遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月

から起算して１年以内の場合にあっては当該遺族補償年金前払一時

金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年

金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による

合計額（以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。）
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を差し引いた額を、当該支給期月から起算して１年を超える場合に

あっては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る

合計額を差し引いた額に100分の５に当該終了する月の前項に規定

する経過年数を乗じて得た数に１を加えた数を乗じて得た額を、そ

れぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から

差し引いた額とする。 

を差し引いた額を、当該支給期月から起算して１年を超える場合に

あっては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る

合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了す

る月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に１を加えた数を乗

じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族

補償年金の額から差し引いた額とする。 

９ 略 ９ 略  

第７条～第９条 略 第７条～第９条 略  

   

別表（第５条関係） 

補償基礎額表 

階級 勤務年数 

10年未満 10年以上 

20年未満 

20年以上 

団長及び副団長 円 

12,400 

円 

13,300 

円 

14,200 

分団長及び副分団長 10,600 11,500 12,400 

部長、班長及び団員 8,800 9,700 10,600 

備考 

１ 死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断に

よって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断

によって疾病の発生が確定した日に、当該事故又は疾病が発生

したことにより特に上位の階級に任命された非常勤消防団員又

は非常勤水防団員の階級は、当該事故又は疾病が発生した日の

別表（第５条関係） 

補償基礎額表 

階級 勤務年数 

10年未満 10年以上 

20年未満 

20年以上 

団長及び副団長 円 

12,440 

円 

13,320 

円 

14,200 

分団長及び副分団長 10,670 11,550 12,440 

部長、班長及び団員 8,900 9,790 10,670 

備考 

１ 事故発生日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に 

上位の階級に任命された非常勤消防団員又は非常勤水防団員の

階級は、当該事故又は疾病が発生した日の前日においてその者

が属していた階級による。 

２ １の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該 
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前日においてその者が属していた階級による。 

２ １の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該 

階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前に

おける当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属

していた期間とを合算する。 

階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前に

おける当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属

していた期間とを合算する。 

   

 



議案第４３号 

 

   南あわじ市税条例の一部を改正する条例制定について 

 

 南あわじ市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 



南あわじ市条例第  号 

 

南あわじ市税条例の一部を改正する条例 

 

（南あわじ市税条例の一部改正） 

第１条 南あわじ市税条例（平成 17 年南あわじ市条例第 69 号）の一部を次の

ように改正する。 

第 24 条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

第 34 条の２中「第 12 項」を「第 11 項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「寡

婦控除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

第 36 条の２第１項ただし書中「第 314 条の２第５項」を「第 314 条の２第

４項」に、「第 34 条の７」を「第 34 条の７第１項（同項第２号に掲げる寄附

金（特定非営利活動促進法第２条第３項に規定する認定特定非営利活動法人

及び同条第４項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。

第６項において同じ。）に係る部分を除く。）及び第２項」に改める。 

第 94 条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、１本当たりの重量が 0.7 グラム未満の葉巻たばこの本数の算定

については、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの 0.7 本に換算する

ものとする。 

第 94 条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規

定する葉巻たばこを除く。）」を加える。 

附則第３条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特

例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規

定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。）」に、「この条において同じ」

を「この項において同じ」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適

用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特

例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「特例基

準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年 0.5 パーセントの割合を加算

した割合が年 7.3 パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当

該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算し



た割合と」に改める。 

附則第４条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 

附則第 10 条中「法附則第 15 条から第 15 条の３の２まで」の次に「、第 61

条又は第 62 条」を、「又は附則第 15 条から第 15 条の３の２まで」の次に「、

第 61 条若しくは第 62 条」を加える。 

附則第 10 条の２に次の１項を加える。 

 19 法附則第 62 条に規定する市町村の条例で定める割合は、０とする。 

附則第 15 条の２中「令和２年９月 30 日」を「令和３年３月 31 日」に改め

る。 

附則第 17 条第１項中「第 35 条の２第１項」の次に「、第 35 条の３第１

項」を加える。 

附則第 17 条の２第３項中「第 35 条の２」を「第 35 条の３」に改める。 

附則に次の１条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

 第 23 条 第９条第７項の規定は、法附則第 59 条第３項において準用する法

第 15 条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。 

第２条 南あわじ市税条例の一部を次のように改正する。 

第 19 条中「第 321 条の８第 22 項及び第 23 項の申告書」を「第 321 条の

８第 34 項及び第 35 項の申告書」に、「においては」を「には」に改め、同条

第２号中「、第４項又は第 19 項」を「又は第 31 項」に改め、同条第４号中

「によって」を「により」に改める。 

第 20 条中「及び第４項」を削る。 

第 23 条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第 31 条第

２項の表第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第 31 条第２項の

表第１号」を「同号」に、「第 48 条第 10 項から第 12 項まで」を「第 48 条第

９項から第 16 項まで」に改める。 

第 31 条第２項の表第１号オ中「第 292 条第１項第４号の５」を「第 292 条

第１項第４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開

始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定

期間又は同項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改



める。 

第 48 条第１項中「第４項、第 19 項、第 22 項及び第 23 項」を「第 31 項、

第 34 項及び第 35 項」に、「第 10 項、第 11 項及び第 13 項」を「第９項、第

10 項及び第 12 項」に、「第４項、第 19 項及び第 23 項」を「第 31 項及び第

35 項」に、「同条第 22 項」を「同条第 34 項」に、「第３項」を「第２項後段」

に改め、同条第２項中「又は第 68 条の 91 第４項及び第 10 項」を削り、「第

321 条の８第 24 項」を「第 321 条の８第 36 項」に改め、同条第３項中「第

66 条の９の３第４項及び第 10 項又は第 68 条の 93 の３第４項及び第 10 項」

を「第 66 条の９の３第３項及び第９項」に、「第 321 条の８第 25 項」を「第

321 条の８第 37 項」に改め、同条第４項中「第 321 条の８第 26 項」を「第

321 条の８第 38 項」に改め、同条第５項中「第 321 条の８第 22 項」を「第

321 条の８第 34 項」に、「同条第 21 項」を「同条第 33 項」に、「、第４項又

は第 19 項」を「又は第 31 項」に、「同条第 23 項」を「同条第 35 項」に改

め、同条第６項中「、第４項又は第 19 項」を「又は第 31 項」に、「同条第 22

項」を「同条第 34 項」に、「第 321 条の８第 23 項」を「第 321 条の８第 35

項」に改め、同条第７項中「第 321 条の８第 22 項」を「第 321 条の８第 34

項」に、「、第４項又は第 19 項」を「又は第 31 項」に改め、同項第２号中「第

321 条の８第 23 項」を「第 321 条の８第 35 項」に改め、同条第９項を削り、

同条第 10 項中「第 321 条の８第 42 項」を「第 321 条の８第 52 項」に、「同

条第 42 項」を「同条第 52 項」に、「第 12 項」を「第 11 項」に改め、同項を

同条第９項とし、同条第 11 項を同条第 10 項とし、同条第 12 項中「第 10 項」

を「第９項」に改め、同項を同条第 11 項とし、同条第 13 項中「第 10 項の内

国法人」を「第９項の内国法人」に、「第 75 条の４第２項」を「第 75 条の５

第２項」に、「第 10 項の申告」を「同項の申告」に改め、同項を同条第 12 項

とし、同条第 14 項を同条第 13 項とし、同条第 15 項中「第 13 項」を「第 12

項」に、「第 10 項」を「第９項」に改め、同項を同条第 14 項とし、同条第 16

項中「第 13 項前段」を「第 12 項前段」に、「第 321 条の８第 51 項」を「第

321 条の８第 61 項」に、「第 10 項」を「第９項」に改め、同項を同条第 15 項

とし、同条第 17 項中「第 13 項後段」を「第 12 項後段」に、「第 15 項」を

「第 14 項」に、「第 75 条の４第３項若しくは第６項（同法第 81 条の 24 の３



第２項において準用する場合を含む。）」を「第 75 条の５第３項若しくは第６

項」に、「第 10 項」を「第９項」に改め、同項を同条第 16 項とする。 

第 50 条第２項中「、第４項又は第 19 項」を「又は第 31 項」に、「同条第

23 項」を「同条第 35 項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改

め、同条第３項中「、第４項又は第 19 項」を「又は第 31 項」に改め、「（同

条第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合

には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税

法第２条第 12 号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項におい

て同じ。）若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修

正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項

第２号において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第 19 項」を「又

は第 31 項」に改める。 

第 52 条第４項から第６項までを削る。 

第 94 条第２項ただし書中「0.7 グラム」を「１グラム」に、「0.7 本」を

「１本」に改める。 

附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

附則第 10 条中「第 61 条又は第 62 条」を「第 63 条又は第 64 条」に、「第

61 条若しくは第 62 条」を「第 63 条若しくは第 64 条」に改める。 

附則第 10 条の２第 19 項中「附則第 62 条」を「附則第 64 条」に改める。 

附則に次の２条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第 24 条 所得割の納税義務者が、前年中に新型コロナウイルス感染症等の

影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法

律第 25 号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）

第５条第４項に規定する指定行事の中止若しくは延期又はその規模の縮

小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻し

を請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間

内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法

附則第 60 条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第 314 条

の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第 34 条の



７の規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

第 25 条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス

感染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第７

条の３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和 15 年度」とある

のは、「令和 16 年度」とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中南あわじ市税条例第 94 条第２項にただし書を加える改正規定

及び同条第４項の改正規定並びに附則第５条の規定 令和２年 10 月 1 日 

⑵ 第１条中南あわじ市税条例第 24 条第１項第２号、第 34 条の２及び第 36

条の２第１項ただし書の改正規定並びに同条例附則第３条の２及び第４

条第１項並びに附則第 17 条第１項及び第 17 条の２第３項の改正規定並び

に第２条中南あわじ市税条例附則第 10 条及び第 10 条の２の改正規定並び

に附則に２条を加える規定並びに次条並びに附則第３条第２項及び第３

項の規定 令和３年１月１日 

⑶ 第２条中南あわじ市税条例第 94 条第２項ただし書の改正規定及び附則

第６条の規定 令和３年 10 月１日 

⑷ 第２条（附則第 10 条及び第 10 条の２の改正規定、附則に２条を加える

規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和

４年４月１日 

（延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の南あわじ市税条例（以下「新条例」とい

う。）附則第３条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期

間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金につい

ては、なお従前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 



第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する

部分は、令和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年

度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第 34 条の２及び第 36

条の２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適

用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第 36 条の

２第１項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」と

あるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正す

る法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の法（以下「旧法」

という。）第 292 条第１項第 11 号に規定する寡婦（旧法第 314 条の２第３項

の規定に該当するものに限る。）又は旧法第 292 条第１項第 12 号に規定する

寡夫である第 23 条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」とする。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の南あわじ市税条例の規

定中法人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この

条において「４号施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の

一部を改正する法律（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条

第５号ロに掲げる改正規定に限る。）による改正前の法人税法（昭和 40 年法

律第 34 号。以下この条において「４年旧法人税法」という。）第２条第 12 号

の７に規定する連結子法人（次項において「連結子法人」という。）の連結親

法人事業年度（４年旧法人税法第 15 条の２第１項に規定する連結親法人事

業年度をいう。次項において同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を除

く。）分の法人の市民税について適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４

号施行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日

前に開始した連結事業年度（４年旧法人税法第 15 条の２第１項に規定する

連結事業年度をいう。以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法人

事業年度が４号施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市民

税については、なお従前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 



第５条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべき

であった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第６条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべき

であった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 



南あわじ市税条例新旧対照表（第１条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第23条 略 第１条～第23条 略  

（個人の市民税の非課税の範囲） （個人の市民税の非課税の範囲）  

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税（第２

号に該当する者にあっては、第53条の２の規定により課する所得割

（以下「分離課税に係る所得割」という。）を除く。）を課さない。

ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでな

い。 

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税（第２

号に該当する者にあっては、第53条の２の規定により課する所得割

（以下「分離課税に係る所得割」という。）を除く。）を課さない。

ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでな

い。 

 

⑴ 略 ⑴ 略  

⑵ 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前年の合計所

得金額が135万円を超える場合を除く。） 

⑵ 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親（これらの者の前年の合

計所得金額が135万円を超える場合を除く。） 

 

２ 略 ２ 略  

第25条～第34条 略 第25条～第34条 略  

（所得控除） （所得控除）  

第34条の２ 所得割の納税義務者が法第314条の２第１項各号のいず

れかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３項から第1

2項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額

（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第５条の３第３項の規定によりみなされるものを含

む。第36条の２第１項において同じ。）、小規模企業共済等掛金控

除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦

第34条の２ 所得割の納税義務者が法第314条の２第１項各号のいず

れかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３項から第1

1項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額

（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第５条の３第３項の規定によりみなされるものを含

む。第36条の２第１項において同じ。）、小規模企業共済等掛金控

除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦

 



（寡夫）控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除

額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所

得割の納税義務者については、同条第２項、第７項及び第12項の規

定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定し

た総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 

控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者

特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が2,500万円以下

である所得割の納税義務者については、同条第２項、第６項及び第1

1項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得につい

て算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除す

る。 

第34条の３～第36条 略 第34条の３～第36条 略  

（市民税の申告） （市民税の申告）  

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、３月15日までに、施

行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、法第317条の６第１項又は第４項の規定により

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者

から１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている

者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかった者で社会保険料控除額（令第48条の９の７に規定す

るものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除

額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得

税法第２条第１項第33号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係る

ものを除く。）若しくは法第314条の２第５項に規定する扶養控除額

の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控

除、法第313条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に

規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の７の

規定により控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控除

額」という。）の控除を受けようとするものを除く。以下この条に

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、３月15日までに、施

行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、法第317条の６第１項又は第４項の規定により

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者

から１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている

者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかった者で社会保険料控除額（令第48条の９の７に規定す

るものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除

額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得

税法第２条第１項第33号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係る

ものを除く。）若しくは法第314条の２第４項に規定する扶養控除額

の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控

除、法第313条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に

規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の７第

１項（同項第２号に掲げる寄附金（特定非営利活動促進法第２条第

３項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第４項に規定する

 



おいて「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。）及び

第24条第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄

の（二）に掲げる者を除く。）については、この限りでない。 

特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第６項において

同じ。）に係る部分を除く。）及び第２項の規定により控除すべき

金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除

を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以

外の所得を有しなかった者」という。）及び第24条第２項に規定す

る者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を

除く。）については、この限りでない。 

２～10 略 ２～10 略  

第36条の３～93条の２ 略 第36条の３～93条の２ 略  

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準）  

第94条 略 第94条 略  

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻たば

この本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数

の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る重量をもって紙巻たばこの１本に換算するものとする。 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻たば

この本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数

の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る重量をもって紙巻たばこの１本に換算するものとする。ただし、

１本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定につ

いては、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの0.7本に換算す

るものとする。 

 

略 
 

略 
 

 

３ 略 ３ 略  

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの本数

に換算する場合又は前項第１号に掲げる方法により同号に規定する

加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計

算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの１個当たりの重量に

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこ（同項ただし書に規定する

葉巻たばこを除く。）の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合又

は前項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重

量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に

 



当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第92条に掲げ

る製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本

数に換算する方法により行うものとする。 

係る製造たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該製造たばこの

品目ごとの数量を乗じて得た重量を第92条に掲げる製造たばこの区

分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法

により行うものとする。 

５～10 略 ５～10 略  

第95条～第151条 略 第95条～第151条 略  

   

附 則 附 則  

第１条～３条 略 第１条～３条 略  

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例）  

第３条の２ 当分の間、第19条、第43条第２項、第48条第５項、第50

条第２項、第53条の12第２項、第72条第２項、第98条第５項、第101

条第２項、第139条第２項（第140条の７において準用する場合を含

む。）及び第140条第２項（第140条の７において準用する場合を含

む。）に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセ

ントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当

該年の前年に租税特別措置法第93条第２項の規定により告示された

割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条に

おいて同じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その

年（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）中にお

いては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用

年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合

とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パ

ーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセン

第３条の２ 当分の間、第19条、第43条第２項、第48条第５項、第50

条第２項、第53条の12第２項、第72条第２項、第98条第５項、第101

条第２項、第139条第２項（第140条の７において準用する場合を含

む。）及び第140条第２項（第140条の７において準用する場合を含

む。）に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセ

ントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準

割合（平均貸付割合（租税特別措置法第93条第２項に規定する平均

貸付割合をいう。次項において同じ。）に年１パーセントの割合を

加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年7.3パーセン

トの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセ

ントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3

パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあ

っては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した

割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合に

 



トの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）とする。 は、年7.3パーセントの割合）とする。 

２ 当分の間、第52条第１項及び第４項に規定する延滞金の年7.3パー

セントの割合は、これらの規定にかかわらず、特例基準割合適用年

中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とす

る。 

２ 当分の間、第52条第１項及び第４項に規定する延滞金の年7.3パー

セントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合

に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合

に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加

算した割合とする。 

 

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例）  

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第89号）第15条第１項

（第１号に係る部分に限る。）の規定により定められる商業手形の

基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年

5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間（当該期間内に

前条第２項の規定により第52条第１項及び第４項に規定する延滞金

の割合を前条第２項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期

間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期

間」という。）内（法人税法第75条の２第１項（同法第144条の８に

おいて準用する場合を含む。）の規定により延長された法第321条の

８第１項に規定する申告書の提出期限又は法人税法第81条の24第１

項の規定により延長された法第321条の８第４項に規定する申告書

の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来

することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場

合における当該市民税に係る第52条の規定による延滞金にあって

は、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された

申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内にその申告基準日

の到来する市民税に係る第52条第１項及び第４項に規定する延滞金

の年7.3パーセントの割合は、これらの規定及び前条第２項の規定に

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第89号）第15条第１項

（第１号に係る部分に限る。）の規定により定められる商業手形の

基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年

5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間（当該期間内に

前条第２項の規定により第52条第１項及び第４項に規定する延滞金

の割合を前条第２項に規定する加算した割合とする年に含まれる期

間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期

間」という。）内（法人税法第75条の２第１項（同法第144条の８に

おいて準用する場合を含む。）の規定により延長された法第321条の

８第１項に規定する申告書の提出期限又は法人税法第81条の24第１

項の規定により延長された法第321条の８第４項に規定する申告書

の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来

することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場

合における当該市民税に係る第52条の規定による延滞金にあって

は、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された

申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内にその申告基準日

の到来する市民税に係る第52条第１項及び第４項に規定する延滞金

の年7.3パーセントの割合は、これらの規定及び前条第２項の規定に

 



かかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における

当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える

部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パー

セントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合（当該合計し

た割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パ

ーセントの割合）とする。 

かかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における

当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える

部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パー

セントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合（当該合計し

た割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パ

ーセントの割合）とする。 

２ 略 ２ 略  

第４条の２～第９条の２ 略 第４条の２～第９条の２ 略  

（読替規定） （読替規定）  

第10条 法附則第15条から第15条の３の２までの規定の適用がある各

年度分の固定資産税に限り、第61条第８項中「又は第349条の３の４

から第349条の５まで」とあるのは、「若しくは第349条の３の４から

第349条の５まで又は法附則第15条から第15条の３の２まで」とする。 

第10条 法附則第15条から第15条の３の２まで、第61条又は第62条の規

定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第61条第８項中「又は

第349条の３の４から第349条の５まで」とあるのは、「若しくは第3

49条の３の４から第349条の５まで又は法附則第15条から第15条の３

の２まで、第61条若しくは第62条」とする。 

 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）  

第10条の２ 略 第10条の２ 略  

２～18 略 ２～18 略  

 19 法附則第62条に規定する市町村の条例で定める割合は、０とする。  

第10条の３～第15条 略 第10条の３～第15条 略  

（軽自動車税の環境性能割の非課税） （軽自動車税の環境性能割の非課税）  

第15条の２ 法第451条第１項第１号（同条第４項において準用する場

合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。

以下この条において同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車

の取得が令和元年10月１日から令和２年９月30日までの間（附則第1

第15条の２ 法第451条第１項第１号（同条第４項において準用する場

合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。

以下この条において同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車

の取得が令和元年10月１日から令和３年３月31日までの間（附則第1

 



5条の３第３項において「特定期間」という。）に行われたときに限

り、第80条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を

課さない。 

5条の３第３項において「特定期間」という。）に行われたときに限

り、第80条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を

課さない。 

第15条の２の２～第16条の４ 略 第15条の２の２～第16条の４ 略  

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）  

第17条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第3

1条第１項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得につ

いては、第33条及び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区

分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額（同

法第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第

１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項又は第3

6条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31

条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除し

た金額とし、これらの金額につき第３項第１号の規定により読み替

えて適用される第34条の２の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。）の100分の３に

相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。 

第17条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第3

1条第１項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得につ

いては、第33条及び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区

分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額（同

法第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第

１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35

条の３第１項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定

の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第３項第１

号の規定により読み替えて適用される第34条の２の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」と

いう。）の100分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を課

する。 

 

２・３ 略 ２・３ 略  

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る市民税の課税の特例） 

 

第17条の２ 略 第17条の２ 略  

２ 略 ２ 略  

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、 ３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、  



所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法

第33条から第33条の４まで、第34条から第35条の２まで、第36条の

２、第36条の５、第37条、第37条の４から第37条の６まで、第37条

の８又は第37条の９の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲

渡は、第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定

する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみな

す。 

所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法

第33条から第33条の４まで、第34条から第35条の３まで、第36条の

２、第36条の５、第37条、第37条の４から第37条の６まで、第37条

の８又は第37条の９の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲

渡は、第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定

する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみな

す。 

第17条の３～第22条 略 第17条の３～第22条 略  

 （新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続き

等） 

 

 第23条 第９条第７項の規定は、法附則第59条第３項において準用す

る法第15条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用す

る。 

 

   

 



南あわじ市税条例新旧対照表（第２条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第18条の４ 略 第１条～第18条の４ 略  

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） （納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金）  

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第46条の２

若しくは第46条の５（第53条の７の２において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）、第47条の４第１項（第47条の５第３

項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第4

8条第１項（法第321条の８第22項及び第23項の申告書に係る部分を

除く。）、第53条の７、第67条、第81条の６第１項、第83条第２項、

第98条第１項若しくは第２項、第102条第２項、第105条、第139条第

１項又は第145条第３項に規定する納期限後にその税金を納付し、又

は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額にその

納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限とす

る。以下第１号及び第２号において同じ。）の翌日から納付又は納

入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント（次の各号に掲

げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算

して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければな

らない。 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第46条の２

若しくは第46条の５（第53条の７の２において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）、第47条の４第１項（第47条の５第３

項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第4

8条第１項（法第321条の８第34項及び第35項の申告書に係る部分を

除く。）、第53条の７、第67条、第81条の６第１項、第83条第２項、

第98条第１項若しくは第２項、第102条第２項、第105条、第139条第

１項又は第145条第３項に規定する納期限後にその税金を納付し、又

は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限

（納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以

下第１号及び第２号において同じ。）の翌日から納付又は納入の日

までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント（次の各号に掲げる税

額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納

付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。 

 

 ⑴ 略  ⑴ 略  

⑵ 第48条第１項の申告書（法第321条の８第１項、第２項、第４項

又は第19項の規定による申告書に限る。）、第81条の６第１項の申

告書、第98条第１項若しくは第２項の申告書又は第139条第１項の

⑵ 第48条第１項の申告書（法第321条の８第１項、第２項又は第31

項の規定による申告書に限る。）、第81条の６第１項の申告書、第

98条第１項若しくは第２項の申告書又は第139条第１項の申告書に

 



申告書に係る税額（第４号に掲げる税額を除く。） 当該税額に係

る納期限の翌日から１月を経過する日までの期間 

係る税額（第４号に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る納期限

の翌日から１月を経過する日までの期間 

⑶ 第48条第１項の申告書（法第321条の８第22項及び第23項の申告

書を除く。）、第81条の６第１項の申告書、第98条第１項若しくは

第２項の申告書又は第139条第１項の申告書でその提出期限後に提

出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の

翌日から１月を経過する日までの期間 

⑶ 第48条第１項の申告書（法第321条の８第34項及び第35項の申告

書を除く。）、第81条の６第１項の申告書、第98条第１項若しくは

第２項の申告書又は第139条第１項の申告書でその提出期限後に提

出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の

翌日から１月を経過する日までの期間 

 

⑷ 法第601条第３項若しくは第４項（これらの規定を法第602条第

２項及び第603条の２の２第２項において準用する場合を含む。）、

第603条第３項又は第603条の２第５項の規定によって徴収を猶予

した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日

から１月を経過する日までの期間 

⑷ 法第601条第３項若しくは第４項（これらの規定を法第602条第

２項及び第603条の２の２第２項において準用する場合を含む。）、

第603条第３項又は第603条の２第５項の規定により徴収を猶予し

た税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日か

ら１月を経過する日までの期間 

 

（年当たりの割合の基礎となる日数） （年当たりの割合の基礎となる日数）  

第20条 前条、第43条第２項、第48条第５項、第50条第２項、第52条

第１項及び第４項、第53条の12第２項、第72条第２項、第98条第５

項、第101条第２項、第139条第２項並びに第140条第２項の規定に定

める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合

は、閏
じゆん

年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。 

第20条 前条、第43条第２項、第48条第５項、第50条第２項、第52条

第１項、第53条の12第２項、第72条第２項、第98条第５項、第101条

第２項、第139条第２項並びに第140条第２項の規定に定める延滞金

の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏
じゆん

年の

日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。 

 

第21条・第22条 略 第21条・第22条 略  

（市民税の納税義務者等） （市民税の納税義務者等）  

第23条 略 第23条 略  

２ 略 ２ 略  

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、

令第47条に規定する収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収益

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、

令第47条に規定する収益事業（以下この項及び第31条第２項の表第

 



事業を廃止したものを含む。第31条第２項の表第１号において「人

格のない社団等」という。）又は法人課税信託の引受けを行うもの

は、法人とみなして、この節（第48条第10項から第12項までを除く。）

の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。 

１号において「収益事業」という。）を行うもの（当該社団又は財

団で収益事業を廃止したものを含む。同号において「人格のない社

団等」という。）又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人と

みなして、この節（第48条第９項から第16項までを除く。）の規定

中法人の市民税に関する規定を適用する。 

第24条～第30条 略 第24条～第30条 略  

（均等割の税率） （均等割の税率）  

第31条 略 第31条 略  

２ 第23条第１項第３号又は第４号の者に対して課する均等割の税率

は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に定める額とする。 

２ 第23条第１項第３号又は第４号の者に対して課する均等割の税率

は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に定める額とする。 

 

法人の区分 税率 

１ 次に掲げる法人 

ア～エ 略 

オ 資本金等の額（法第292条第１項第４

号の５に規定する資本金等の額をいう。

以下この表及び第４項において同じ。）

を有する法人（法人税法別表第２に規定

する独立行政法人で収益事業を行わな

いもの及びエに掲げる法人を除く。以下

この表及び第４項において同じ。）で資

本金等の額が1,000万円以下であるもの

のうち、市内に有する事務所、事業所又

は寮等の従業者（俸給、給料若しくは賞

年額 50,000円 

法人の区分 税率 

１ 次に掲げる法人 

ア～エ 略 

オ 資本金等の額（法第292条第１項第４

号の２に規定する資本金等の額をい

う。以下この表及び第４項において同

じ。）を有する法人（法人税法別表第

２に規定する独立行政法人で収益事業

を行わないもの及びエに掲げる法人を

除く。以下この表及び第４項において

同じ。）で資本金等の額が1,000万円以

下であるもののうち、市内に有する事

務所、事業所又は寮等の従業者（俸給、

年額 50,000円 

 



与又はこれらの性質を有する給与の支

給を受けることとされる役員を含む。）

の数の合計数（次号から第９号までにお

いて「従業者数の合計数」という。）が

50人以下のもの 

２～９ 略 
 

給料若しくは賞与又はこれらの性質を

有する給与の支給を受けることとされ

る役員を含む。）の数の合計数（次号

から第９号までにおいて「従業者数の

合計数」という。）が50人以下のもの 

２～９ 略 
 

３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第312条第３項

第１号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第２号の連結事業年

度開始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課

税標準の算定期間又は同項第４号の期間中において事務所、事業所

又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するも

のとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、１月に満

たないときは１月とし、１月に満たない端数を生じたときは切り捨

てる。 

３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第312条第３項

第１号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第２号の期間

又は同項第３号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有して

いた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場

合における月数は、暦に従って計算し、１月に満たないときは１月

とし、１月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。 

 

４ 略 ４ 略  

第32条～第47条の６ 略 第32条～第47条の６ 略  

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付）  

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の８第１

項、第２項、第４項、第19項、第22項及び第23項の規定による申告

書（第10項、第11項及び第13項において「納税申告書」という。）

を、同条第１項、第２項、第４項、第19項及び第23項の申告納付に

あってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第22項の

申告納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税

金又は同条第１項後段及び第３項の規定により提出があったものと

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の８第１

項、第２項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書（第９

項、第10項及び第12項において「納税申告書」という。）を、同条

第１項、第２項、第31項及び第35項の申告納付にあってはそれぞれ

これらの規定による納期限までに、同条第34項の申告納付にあって

は遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１項

後段及び第２項後段の規定により提出があったものとみなされる申

 



みなされる申告書に係る税金を施行規則第22号の４様式による納付

書により納付しなければならない。 

告書に係る税金を施行規則第22号の４様式による納付書により納付

しなければならない。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人

（以下この条において「内国法人」という。）が、租税特別措置法

第66条の７第４項及び第10項又は第68条の91第４項及び第10項の規

定の適用を受ける場合には、法第321条の８第24項及び令第48条の12

の２に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除する。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人

（以下この条において「内国法人」という。）が、租税特別措置法

第66条の７第４項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第3

21条の８第36項及び令第48条の12の２に規定するところにより、控

除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除

する。 

 

３ 内国法人が、租税特別措置法第66条の９の３第４項及び第10項又

は第68条の93の３第４項及び第10項の規定の適用を受ける場合に

は、法第321条の８第25項及び令第48条の12の３に規定するところに

より、控除すべき額を第１項の規定により申告納付すべき法人税割

額から控除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第66条の９の３第３項及び第９項の

規定の適用を受ける場合には、法第321条の８第37項及び令第48条の

12の３に規定するところにより、控除すべき額を第１項の規定によ

り申告納付すべき法人税割額から控除する。 

 

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、

法第321条の８第26項及び令第48条の13に規定するところにより、控

除すべき額を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額から控

除する。 

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、

法第321条の８第38項及び令第48条の13に規定するところにより、控

除すべき額を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額から控

除する。 

 

５ 法第321条の８第22項に規定する申告書（同条第21項の規定による

申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する

場合には、当該税金に係る同条第１項、第２項、第４項又は第19項

の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限と

する。第７項第１号において同じ。）の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント（申告書を提出した

日（同条第23項の規定の適用がある場合において、当該申告書がそ

５ 法第321条の８第34項に規定する申告書（同条第33項の規定による

申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する

場合には、当該税金に係る同条第１項、第２項又は第31項の納期限

（納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第

７項第１号において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数

に応じ、当該税額に年14.6パーセント（申告書を提出した日（同条

第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期

 



の提出期限前に提出されたときは、当該提出期限）までの期間又は

その期間の末日の翌日から１月を経過する日までの期間について

は、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して施行規則第22号の４様式による納付書により納付し

なければならない。 

限前に提出されたときは、当該提出期限）までの期間又はその期間

の末日の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算

して施行規則第22号の４様式による納付書により納付しなければな

らない。 

６ 前項の場合において、法人が法第321条の８第１項、第２項、第４

項又は第19項に規定する申告書を提出した日（当該申告書がその提

出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日か

ら１年を経過する日後に同条第22項に規定する申告書を提出したと

きは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条

の11第１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知して

当該申告書を提出した場合を除き、当該１年を経過する日の翌日か

ら当該申告書を提出した日（法第321条の８第23項の規定の適用があ

る場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、

当該申告書の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる

期間から控除する。 

６ 前項の場合において、法人が法第321条の８第１項、第２項又は第

31項に規定する申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前

に提出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を

経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐

偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第

１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知して当該申

告書を提出した場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該

申告書を提出した日（法第321条の８第35項の規定の適用がある場合

において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該

申告書の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間

から控除する。 

 

７ 第５項の場合において、法第321条の８第22項に規定する申告書

（以下この項において「修正申告書」という。）の提出があったと

き（当該修正申告書に係る市民税について同条第１項、第２項、第

４項又は第19項に規定する申告書（以下この項において「当初申告

書」という。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出に

より納付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを含む。

以下この項において「減額更正」という。）があった後に、当該修

正申告書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出に

より納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相

７ 第５項の場合において、法第321条の８第34項に規定する申告書

（以下この項において「修正申告書」という。）の提出があったと

き（当該修正申告書に係る市民税について同条第１項、第２項又は

第31項に規定する申告書（以下この項において「当初申告書」とい

う。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付

すべき税額を減少させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「減額更正」という。）があった後に、当該修正申告書

が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により納付

すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税

 



当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）

については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その

他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第１項又

は第３項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正

申告書に係る市民税又は令第48条の16の２第３項に規定する市民税

にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎

となる期間から控除する。 

額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）につい

ては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正

の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第１項又は第３

項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書

に係る市民税又は令第48条の16の２第３項に規定する市民税にあっ

ては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる

期間から控除する。 

⑴ 略 ⑴ 略  

⑵ 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に

基づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合

又は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づくものに

限る。）によるものである場合には、当該減額更正の通知をした

日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日から当該修正申

告書を提出した日（法第321条の８第23項の規定の適用がある場合

において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、

当該修正申告書の提出期限）までの期間 

⑵ 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に

基づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合

又は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づくものに

限る。）によるものである場合には、当該減額更正の通知をした

日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日から当該修正申

告書を提出した日（法第321条の８第35項の規定の適用がある場合

において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、

当該修正申告書の提出期限）までの期間 

 

８ 略 ８ 略  

９ 法人税法第81条の22第１項の規定により法人税に係る申告書を提

出する義務がある法人で同法第81条の24第１項の規定の適用を受け

ているものが、同条第４項の規定の適用を受ける場合には、当該法

人及び当該法人との間に連結完全支配関係（同法第２条第12号の７

の７に規定する連結完全支配関係をいう。第50条第３項及び第52条

第４項において同じ。）がある連結子法人（同法第２条第12号の７

に規定する連結子法人をいう。第50条第３項及び第52条第４項にお

  



いて同じ。）（連結申告法人（同法第２条第16号に規定する連結申

告法人をいう。第52条第４項において同じ。）に限る。）について

は、同法第81条の24第４項の規定の適用に係る当該申告書に係る連

結法人税額（法第321条の８第４項に規定する連結法人税額をいう。

以下この項及び第52条第４項において同じ。）の課税標準の算定期

間（当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。第52条第４項

において同じ。）に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税

額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべ

き均等割額については、当該連結法人税額について法人税法第81条

の24第１項の規定の適用がないものとみなして、第18条の２の規定

を適用することができる。 

10 法第321条の８第42項に規定する特定法人である内国法人は、第１

項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市

民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第42項及び

施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとさ

れている事項（次項及び第12項において「申告書記載事項」という。）

を、法第762条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織

を使用し、かつ、地方税共同機構（第12項において「機構」という。）

を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わなけれ

ばならない。 

９ 法第321条の８第52項に規定する特定法人である内国法人は、第１

項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市

民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第52項及び

施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとさ

れている事項（次項及び第11項において「申告書記載事項」という。）

を、法第762条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織

を使用し、かつ、地方税共同機構（第11項において「機構」という。）

を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わなけれ

ばならない。 

 

11 略 10 略  

12 第10項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法

第762条第１号の機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）

に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に

到達したものとみなす。 

11 第９項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法

第762条第１号の機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）

に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に

到達したものとみなす。 

 



13 第10項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由に

より地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であ

ると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告

書を提出することができると認められる場合において、同項の規定

を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受

けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告について

は、前３項の規定は、適用しない。法人税法第75条の４第２項の申

請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第10項の内

国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の

処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申

告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出

期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する

期間内に行う第10項の申告についても、同様とする。 

12 第９項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由に

より地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であ

ると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告

書を提出することができると認められる場合において、同項の規定

を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受

けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告について

は、前３項の規定は、適用しない。法人税法第75条の５第２項の申

請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第９項の内

国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の

処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申

告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出

期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する

期間内に行う同項の申告についても、同様とする。 

 

14  略 13  略  

15 第13項の規定の適用を受けている内国法人は、第10項の申告につ

き第13項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その

旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しな

ければならない。 

14 第12項の規定の適用を受けている内国法人は、第９項の申告につ

き第12項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その

旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しな

ければならない。 

 

16 第13項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条

の８第51項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これら

の処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第13項前段の期間

内に行う第10項の申告については、第13項前段の規定は適用しない。

ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けた

ときは、この限りでない。 

15 第12項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条

の８第61項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これら

の処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第12項前段の期間

内に行う第９項の申告については、第12項前段の規定は適用しない。

ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けた

ときは、この限りでない。 

 



17 第13項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第15項の

届出書の提出又は法人税法第75条の４第３項若しくは第６項（同法

第81条の24の３第２項において準用する場合を含む。）の処分があ

ったときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日以後

の第13項後段の期間内に行う第10項の申告については、第13項後段

の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同

項後段の書類を提出したときは、この限りでない。 

16 第12項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第14項の

届出書の提出又は法人税法第75条の５第３項若しくは第６項の処分

があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日

以後の第12項後段の期間内に行う第９項の申告については、第12項

後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新た

に同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。 

 

第49条 略 第49条 略  

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続）  

第50条 略 第50条 略  

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第321条の８第１項、第

２項、第４項又は第19項の納期限（同条第23項の申告納付に係る法

人税割に係る不足税額がある場合には同条第１項、第２項又は第４

項の納期限とし、納期限の延長があった場合にはその延長された納

期限とする。第４項第１号において同じ。）の翌日から納付の日ま

での期間の日数に応じ、年14.6パーセント（前項の納期限までの期

間又は当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間について

は、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して納付しなければならない。 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第321条の８第１項、第

２項又は第31項の納期限（同条第35項の申告納付に係る法人税割に

係る不足税額がある場合には同条第１項又は第２項の納期限とし、

納期限の延長があった場合にはその延長された納期限とする。第４

項第１号において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に

応じ、年14.6パーセント（前項の納期限までの期間又は当該納期限

の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納

付しなければならない。 

 

３ 前項の場合において、法第321条の11第１項又は第３項の規定によ

る更正の通知をした日が、法第321条の８第１項、第２項、第４項又

は第19項に規定する申告書を提出した日（当該申告書がその提出期

限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から１

年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民

３ 前項の場合において、法第321条の11第１項又は第３項の規定によ

る更正の通知をした日が、法第321条の８第１項、第２項又は第31項

に規定する申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に提

出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を経過

する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れ

 



税を免れた場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該通知

をした日（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更

正若しくは決定がされたこと（同条第２項又は第４項に規定する申

告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人と

の間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第12号

の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）

若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正

申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。

次項第２号において同じ。）による更正に係るものにあっては、当

該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の

通知をした日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から

控除する。 

た場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該通知をした日

（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しく

は決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申

告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をし

た日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正（これ

に類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。）

があったとき（当該増額更正に係る市民税について法第321条の８第

１項、第２項、第４項又は第19項に規定する申告書（以下この項に

おいて「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該当

初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類

するものを含む。以下この項において「減額更正」という。）があ

った後に、当該増額更正があったときに限る。）は、当該増額更正

により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に

相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）

については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その

他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更

正により納付すべき市民税又は令第48条の15の５第４項に規定する

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正（これ

に類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。）

があったとき（当該増額更正に係る市民税について法第321条の８第

１項、第２項又は第31項に規定する申告書（以下この項において「当

初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の

提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを

含む。以下この項において「減額更正」という。）があった後に、

当該増額更正があったときに限る。）は、当該増額更正により納付

すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税

額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）につい

ては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正

の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正によ

り納付すべき市民税又は令第48条の15の５第４項に規定する市民税

 



市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算

の基礎となる期間から控除する。 

にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎

となる期間から控除する。 

⑴・⑵ 略 ⑴・⑵ 略  

第51条 略 第51条 略  

第52条 略 第52条 略  

２・３ 略 ２・３ 略  

４ 法人税法第81条の22第１項の規定により法人税に係る申告書を提

出する義務がある法人で同法第81条の24第１項の規定の適用を受け

ているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法

人（連結申告法人に限る。）は、当該申告書に係る連結法人税額の

課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得（同法第２条

第18号の４に規定する連結所得をいう。）に対する連結法人税額に

係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこ

れと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、

当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経

過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限ま

での期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

  

５ 第48条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この

場合において、同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げ

る期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321

条の11第１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知し

て提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の２第３項に

規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあ

  



るのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があ

った日（その日が第52条第４項の連結法人税額の課税標準の算定期

間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）

から第52条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるも

のとする。 

６ 第50条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。こ

の場合において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲

げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人につい

てされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第48条の15の

５第４項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限

る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税

額の納付があった日（その日が第52条第４項の連結法人税額の課税

標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場

合には、同日）から同条第４項の申告書の提出期限までの期間」と

読み替えるものとする。 

  

第53条～第93条の２ 略 第53条～第93条の２ 略  

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準）  

第94条 略 第94条 略  

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻たば

この本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数

の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る重量をもって紙巻たばこの１本に換算するものとする。ただし、

１本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定につ

いては、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの0.7本に換算す

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻たば

この本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数

の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る重量をもって紙巻たばこの１本に換算するものとする。ただし、

１本当たりの重量が１グラム未満の葉巻たばこの本数の算定につい

ては、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換算する

 



るものとする。 ものとする。 

略 
 

略 
 

 

３～10 略 ３～10 略  

第95条～第151条 略 第95条～第151条 略  

   

附 則 附 則  

第１条～第３条 略 第１条～第３条 略  

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例）  

第３条の２ 略 第３条の２ 略  

２ 当分の間、第52条第１項及び第４項に規定する延滞金の年7.3パー

セントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合

に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合

に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加

算した割合となる。 

２ 当分の間、第52条第１項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割

合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年0.5パー

セントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない

場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合

となる。 

 

第４条～第９条の２ 略 第４条～第９条の２ 略  

（読替規定） （読替規定）  

第10条 法附則第15条から第15条の３の２まで、第61条又は第62条の規

定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第61条第８項中「又は

第349条の３の４から第349条の５まで」とあるのは、「若しくは第3

49条の３の４から第349条の５まで又は法附則第15条から第15条の３

の２まで、第61条若しくは第62条」とする。 

第10条 法附則第15条から第15条の３の２まで、第63条又は第64条の規

定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第61条第８項中「又は

第349条の３の４から第349条の５まで」とあるのは、「若しくは第3

49条の３の４から第349条の５まで又は法附則第15条から第15条の３

の２まで、第63条若しくは第64条」とする。 

 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）  

第10条の２ 略 第10条の２ 略  



２～18 略 ２～18 略  

19 法附則第62条に規定する市町村の条例で定める割合は、０とする。 19 法附則第64条に規定する市町村の条例で定める割合は、０とする。  

第10条の３～第23条 略 第10条の３～第23条 略  

 （新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例）  

 第24条 所得割の納税義務者が、前年中に新型コロナウイルス感染症

等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律

（令和２年法律第25号。次条において「新型コロナウイルス感染症

特例法」という。）第５条第４項に規定する指定行事のうち、市長

が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じ

た当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求

する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間内

にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中

に法附則第60条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法

第314条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみなし

て、第34条の７の規定を適用する。 

 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金当特別税額控除の

特例） 

 

 第25条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイ

ルス感染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における

附則第７条の３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和1

5年度」とあるのは、「令和16年度」とする。 

 

   

 



議案第４４号 

 

南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に

関する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 



南あわじ市条例第  号 

 

南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に

関する条例の一部を改正する条例 

 

南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

（平成 28 年南あわじ市条例第 17 号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「平成 32 年３月 31 日」を「令和４年３月 31 日」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条・第２条 略 第１条・第２条 略  

（固定資産税の不均一課税） （固定資産税の不均一課税）  

第３条 地域再生計画が公示された日（平成27年10月８日）から平成3

2年３月31日までの間に、法第17条の２第３項の規定により認定を受

けた認定事業者が、当該認定を受けた日から同日の翌日以後２年を

経過する日（同日までの間に法第17条の２第６項の規定により当該

認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日）までの間

に、新設し、若しくは増設し、又は取得した固定資産に対して課す

る固定資産税の税率は、南あわじ市税条例（平成17年南あわじ市条

例第69号）第62条の規定にかかわらず、100分の0.14とする。 

第３条 地域再生計画が公示された日（平成27年10月８日）から令和

４年３月31日までの間に、法第17条の２第３項の規定により認定を

受けた認定事業者が、当該認定を受けた日から同日の翌日以後２年

を経過する日（同日までの間に法第17条の２第６項の規定により当

該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日）までの

間に、新設し、若しくは増設し、又は取得した固定資産に対して課

する固定資産税の税率は、南あわじ市税条例（平成17年南あわじ市

条例第69号）第62条の規定にかかわらず、100分の0.14とする。 

 

２ 略 ２ 略  

第４条以下 略 第４条以下 略  

   

 



議案第４５号 

 

南あわじ市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定につい

て 

 

 南あわじ市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 



南あわじ市条例第  号 

 

   南あわじ市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

 

 南あわじ市福祉医療費助成条例（平成17年南あわじ市条例第94号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第11号中「公的年金」を「公的年金等」に、「同条第４項中」を「所

得税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第７号）第１条の規定による改

正前の所得税法第35条第４項中」に改め、同条第12号中「に規定する合計所得

金額」の次に「（所得税法第35条第２項に規定する公的年金等の支給を受ける

者については、当該合計所得金額から同項第１号に掲げる金額を控除して得た

額）」を加える。 

 第５条第２項第１号中「第５条の４の２第６項」を「第５条の４の２第５

項」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の南あわじ市福祉医療費助成条例の規定は、この条

例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成から適用し、同日前に

行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 



南あわじ市福祉医療費助成条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条 略 第１条 略  

（用語の定義） （用語の定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

 

⑴～⑽ 略 ⑴～⑽ 略  

⑾ 所得を有しない者 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯

員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度（医療保険各

法の給付が行われた月が４月から６月までの間にあっては、前年

度。以下同じ。）分の地方税法（昭和25年法律第226号）の規定に

よる市町村民税（同法第328条の規定によって課する所得割を除

く。以下同じ。）が課されていない者（市町村の条例で定めると

ころにより当該市町村民税を免除された者及び同法第292条第１

項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をして

いない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」と

あるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻

をしていないもの」と、同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻

と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者

で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった

男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に

同法第295条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により当

該市町村民税が課されないこととなる者を含む。以下「市町村民

税世帯非課税者」という。）であり、かつ、その属する世帯の世

⑾ 所得を有しない者 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯

員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度（医療保険各

法の給付が行われた月が４月から６月までの間にあっては、前年

度。以下同じ。）分の地方税法（昭和25年法律第226号）の規定に

よる市町村民税（同法第328条の規定によって課する所得割を除

く。以下同じ。）が課されていない者（市町村の条例で定めると

ころにより当該市町村民税を免除された者及び同法第292条第１

項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をして

いない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」と

あるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻

をしていないもの」と、同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻

と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者

で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった

男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に

同法第295条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により当

該市町村民税が課されないこととなる者を含む。以下「市町村民

税世帯非課税者」という。）であり、かつ、その属する世帯の世

 



帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属

する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313

条第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法

（昭和40年法律第33号）第２条第１項第22号に規定する各種所得

の金額（同法第35条第２項に規定する公的年金の支給を受ける者

については、同条第４項中「次の各号に掲げる金額の合計額とす

る。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」と

あるのは「80万円」として同項の規定を適用して算出した総所得

金額とする。）並びに他の所得と区分して計算される所得の金額

がない者をいう。 

帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属

する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313

条第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法

（昭和40年法律第33号）第２条第１項第22号に規定する各種所得

の金額（同法第35条第２項に規定する公的年金等の支給を受ける

者については、所得税法等の一部を改正する法律（平成30年法律

第７号）第１条の規定による改正前の所得税法第35条第４項中「次

の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万

円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項

の規定を適用して算出した総所得金額とする。）並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額がない者をいう。 

⑿ 低所得者 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属する

世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われ

た月の属する年の前年（医療保険各法の給付が行われた月が１月

から６月までの場合にあっては、前々年。以下同じ。）中の公的

年金等の収入金額（所得税法第35条第２項第１号に規定する公的

年金等の収入金額をいう。以下同じ。）及び医療保険各法の給付

が行われた月の属する年の前年の合計所得金額（地方税法第292条

第１項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回

る場合には、零。以下同じ。）の合計額が80万円以下である者を

いう。 

⑿ 低所得者 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属する

世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われ

た月の属する年の前年（医療保険各法の給付が行われた月が１月

から６月までの場合にあっては、前々年。以下同じ。）中の公的

年金等の収入金額（所得税法第35条第２項第１号に規定する公的

年金等の収入金額をいう。以下同じ。）及び医療保険各法の給付

が行われた月の属する年の前年の合計所得金額（地方税法第292条

第１項第13号に規定する合計所得金額（所得税法第35条第２項に

規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得

金額から同項第１号に掲げる金額を控除して得た額）をいい、そ

の額が零を下回る場合には、零。以下同じ。）の合計額が80万円

以下である者をいう。 

 

⒀～⒆ 略 ⒀～⒆ 略  

第３条・第４条 略  第３条・第４条 略   



（所得による給付制限） （所得による給付制限）  

第５条 略 第５条 略  

２ 前項第２号及び第３号に規定する所得割の額の算定は、次に定め

るところによる。 

２ 前項第２号及び第３号に規定する所得割の額の算定は、次に定め

るところによる。 

 

⑴ 地方税法第314条の７、同法附則第５条の４第６項、同法附則第

５条の４の２第６項及び同法附則第７条の２第４項の規定による

控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算するものと

する。 

⑴ 地方税法第314条の７、同法附則第５条の４第６項、同法附則第

５条の４の２第５項及び同法附則第７条の２第４項の規定による

控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算するものと

する。 

 

⑵・⑶ 略  ⑵・⑶ 略  

第６条以下 略 第６条以下 略  

   

 



議案第４６号 

 

   南あわじ市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について    

 

 南あわじ市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘 



南あわじ市条例第 号 

 

   南あわじ市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 南あわじ市国民健康保険条例（平成 17 年南あわじ市条例第 123 号）の一部を

次のように改正する。 

 附則を次のように改める。 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成 17 年１月 11 日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑町国民健康保険条例（昭

和 34 年緑町条例第２号）、西淡町国民健康保険条例（昭和 34 年西淡町条例第

２号）、三原町国民健康保険条例（昭和 35 年三原町条例第９号）及び南淡町

国民健康保険条例（昭和 34 年南淡町条例第 10 号）の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたもの

とみなす。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

第３条 給与等（所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第 28 条第１項に規定する

給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除

く。以下同じ。）の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服すること

ができないとき（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第

31 号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症（以下「新型コ

ロナウイルス感染症」という。）に感染したとき又は発熱等の症状があり当該

感染症の感染が疑われるときに限る。）は、その労務に服することができなく

なった日から起算して３日を経過した日から労務に服することができない期

間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。 

２ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月

以前の直近の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除し

た金額（その額に、５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以

上 10 円未満の端数があるときは、これを 10 円に切り上げるものとする。）の



３分の２に相当する金額（その金額に、50 銭未満の端数があるときは、これ

を切り捨て、50 銭以上１円未満の端数があるときは、これを１円に切り上げ

るものとする。）とする。ただし、健康保険法第 40 条第１項に規定する標準

報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の 30 分の１に相当する金額の３分

の２に相当する金額を超えるときは、その金額とする。 

３ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超

えないものとする。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与

等との調整） 

第４条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当

該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けること

ができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支

給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第２項の規

定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。 

第５条 前条に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の

全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当

金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額

が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。

ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その

額を支給額から控除する。 

２ 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の

事業主から徴収する。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第３条から第５条までの規

定は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日ま

での間に属する場合に適用する。 

 



南あわじ市国民健康保険条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

附 則 附 則  

（施行期日） （施行期日）  

１ この条例は、平成17年１月11日から施行する。 第１条 この条例は、平成17年１月11日から施行する。  

（経過措置） （経過措置）  

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑町国民健康保険条

例（昭和34年緑町条例第２号）、西淡町国民健康保険条例（昭和34

年西淡町条例第２号）、三原町国民健康保険条例（昭和35年三原町

条例第９号）、南淡町国民健康保険条例（昭和34年南淡町条例第10

号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこ

の条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

第２条 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑町国民健康保

険条例（昭和34年緑町条例第２号）、西淡町国民健康保険条例（昭

和34年西淡町条例第２号）、三原町国民健康保険条例（昭和35年三

原町条例第９号）及び南淡町国民健康保険条例（昭和34年南淡町条

例第10号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それ

ぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当

金） 

 

 第３条 給与等（所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規

定する給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項に規定する賞

与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払を受けている被保険者が

療養のため労務に服することができないとき（新型インフルエンザ

等対策特別措置法（平成24年法律第31号）附則第１条の２に規定す

る新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナウイルス感染症」

という。）に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感

染が疑われるときに限る。）は、その労務に服することができなく

なった日から起算して３日を経過した日から労務に服することがで

 



きない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病

手当金を支給する。 

 ２ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の

属する月以前の直近の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額

を就労日数で除した金額（その額に、５円未満の端数があるときは、

これを切り捨て、５円以上10円未満の端数があるときは、これを10

円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する金額（その金

額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上１

円未満の端数があるときは、これを１円に切り上げるものとする。）

とする。ただし、健康保険法第40条第１項に規定する標準報酬月額

等級の最高等級の標準報酬月額の30分の１に相当する金額の３分の

２に相当する金額を超えるときは、その金額とする。 

 

 ３ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年

６月を超えないものとする。 

 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当

金と給与等との調整） 

 

 第４条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状

があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は

一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができ

る期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることがで

きる給与等の額が、前条第２項の規定により算定される額より少な

いときは、その差額を支給する。 

 

 第５条 前条に規定する者が、その受けることができるはずであった

給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかっ

 



たときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった

場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその

額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定

により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除

する。 

 ２ 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する

事業所の事業主から徴収する。 

 

   

 



議案第４７号 

 

   南あわじ市介護保険条例の一部を改正する条例制定について    

 

 南あわじ市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  



南あわじ市条例第  号 

 

   南あわじ市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

南あわじ市介護保険条例（平成 17 年南あわじ市条例第 221 号）の一部を次の

ように改正する。 

第７条第１項中「平成 32 年度」を「令和２年度」に、「法」を「介護保険法

（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）」に改め、同条第２項から第４

項までを次のように改める。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令

和２年度の保険料は、同号の規定にかかわらず、19,080 円とする。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

令和２年度の保険料は、同号の規定にかかわらず、31,800 円とする。 

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

令和２年度の保険料は、同号の規定にかかわらず、44,520 円とする。 

 第 14 条第１項中「介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）」

を「法」に改める。 

 附則を次のように改める。 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成 17 年４月１日から施行する。 

（緑町介護保険条例、西淡町介護保険条例、三原町介護保険条例及び南淡町

介護保険条例の廃止） 

第２条 緑町介護保険条例（平成 12 年緑町条例第８号）、西淡町介護保険条例

（平成 12 年西淡町条例第５号）、三原町介護保険条例（平成 12 年三原町条例

第６号）及び南淡町介護保険条例（平成 12 年南淡町条例第 14 号）は廃止す

る。 

（経過措置） 

第３条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前

の緑町介護保険条例（平成 12 年緑町条例第８号）、西淡町介護保険条例（平

成 12 年西淡町条例第５号）、三原町介護保険条例（平成 12 年三原町条例第６



号）、南淡町介護保険条例（平成 12 年南淡町条例第 14 号）（以下これらを「旧

町の条例」という。）又は、解散前の三原郡介護認定審査会の委員の定数等を

定める条例（平成 11 年三原郡広域事務組合条例第６号）の規定によりなされ

た処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた

ものとみなす。 

第４条 施行日の前日までに旧町の条例の規定に基づいて課した、又は課すべ

きであった保険料については、なお旧町の条例に規定する保険料の例による。 

（保険料の特例） 

第５条 この条例による第１号被保険者に対する平成 16 年度分の保険料の賦

課徴収については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ旧町の条例に規

定する保険料の賦課徴収の例による。 

第６条 当分の間、第 14 条第１項に規定する延滞金額の年 14.6 パーセントの

割合及び年 7.3 パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例

基準割合（当該年の前年に租税特別措置法第 93 条第２項の規定により告示

された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項にお

いて同じ。）が年 7.3 パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下こ

の項において「特例基準割合適用年」という。）中においては、年 14.6 パー

セントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年

7.3 パーセントの割合を加算した割合とし、年 7.3 パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算し

た割合が年 7.3 パーセントの割合を超える場合には、年 7.3 パーセントの割

合）とする。 

（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律（平成 26 年法律第 83 号）附則第 14 条に規定する介護予

防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置） 

第７条 法第 115 条の 45 第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な

実施を図るため、平成 27 年４月１日から平成 29 年３月 31 日までの間は行

わず、平成 29 年４月１日から行うものとする。 

第８条 法第 115 条の 45 第２項第４号に掲げる事業については、その円滑な



実施を図るため、平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までの間は行

わず、平成 28 年４月１日から行うものとする。 

第９条 法第 115 条の 45 第２項第５号に掲げる事業については、その事業の

実施に必要な準備のため、平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで

の間は行わず、平成 28 年４月１日から行うものとする。 

第 10 条 法第 115 条の 45 第２項第６号に掲げる事業については、その円滑な

実施を図るため、平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までの間は行

わず、平成 28 年４月１日から行うものとする。  

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等に

おける保険料の減免） 

第 11 条 令和２年２月１日から令和３年３月 31 日までの間に納期限（特別徴

収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において

同じ。）が定められている保険料（第一号被保険者の資格を取得した日から 14

日以内に法第 12 条第１項の規定による届出が行われなかったため令和２年

２月１日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号

被保険者の資格を取得した日から 14 日以内に行われていたならば同年２月

１日前に納期限が定められるべきものを除く。）の減免については、次の各号

のいずれかに該当する者は、第 16 条第１項に規定する保険料の減免の要件

を満たすものとして、同項の規定を適用する。 

 ⑴ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）附則第

１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（次号において「新

型コロナウイルス感染症」という。）により、第一号被保険者の属する世帯

の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者の属する世帯

の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与

収入（以下この号において「事業収入等」という。）の減少が見込まれ、次

のア及びイに該当すること。 

ア 事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填され

るべき金額があるときは、当該金額を控除した額）が前年の当該事業収

入等の額の 10 分の３以上であること。 



イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得

の合計額が 400 万円以下であること。 

２ 前項の場合における第 16 条第２項の規定の適用については、同項中「提出

しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長

は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めること

ができる」とする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第 11 条の規定は、令和２

年２月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第７条の規定は、令和２年度分の保険料から適用

し、平成 31 年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 



南あわじ市介護保険条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第６条 略 第１条～第６条 略  

（保険料） （保険料）  

第７条 平成30年度から平成32年度までにおける保険料は、次の各号

に掲げる法第９条第１号に規定する第１号被保険者（以下「第１号

被保険者」という。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額と

する。 

第７条 平成30年度から令和２年度までにおける保険料は、次の各号

に掲げる介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」とい

う。）第９条第１号に規定する第１号被保険者（以下「第１号被保

険者」という。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とす

る。 

 

⑴～⑿ 略 ⑴～⑿ 略  

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る平成31年度及び令和２年度の各年度における保険料は、同号

の規定にかかわらず、23,850円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和２年度の保険料は、同号の規定にかかわらず、19,080円

とする。 

 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る平成31年度及び令和２年度の各年度における保険料は、同

号の規定にかかわらず、39,750円とする。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和２年度の保険料は、同号の規定にかかわらず、31,800

円とする。 

 

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る平成31年度及び令和２年度の各年度における保険料は、同

号の規定にかかわらず、46,110円とする。 

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和２年度の保険料は、同号の規定にかかわらず、44,520

円とする。 

 

第８条～第13条 略 第８条～第13条 略  

（延滞金） （延滞金）  



第14条 介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）

第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者

は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金

額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額

が2,000円以上（1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨て

る。）であるときは、当該金額につき年14.6パーセント（納期限の

翌日から１月を経過する日までの期間においては、年7.3パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納

付しなければならない（延滞金を計算し、確定した金額に100円未

満の端数がある場合は、端数金額を切り捨てる。）。ただし、延滞

金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。 

第14条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を

負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該

納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当

該金額が2,000円以上（1,000円未満の端数があるときはこれを切り

捨てる。）であるときは、当該金額につき年14.6パーセント（納期

限の翌日から１月を経過する日までの期間においては、年7.3パー

セント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付しなければならない（延滞金を計算し、確定した金額に100

円未満の端数がある場合は、端数金額を切り捨てる。）。ただし、

延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。 

 

２ 略  ２ 略   

第15条～第23条 略 第15条～第23条 略  

   

附 則 附 則  

（施行期日） （施行期日）  

１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。 第１条 この条例は、平成17年４月１日から施行する。  

（緑町介護保険条例、西淡町介護保険条例、三原町介護保険条例及

び南淡町介護保険条例の廃止） 

（緑町介護保険条例、西淡町介護保険条例、三原町介護保険条例及

び南淡町介護保険条例の廃止） 

 

２ 緑町介護保険条例（平成12年緑町条例第８号）、西淡町介護保険

条例（平成12年西淡町条例第５号）、三原町介護保険条例（平成12

年三原町条例第６号）及び南淡町介護保険条例（平成12年南淡町条

例第14号）は廃止する。 

第２条 緑町介護保険条例（平成12年緑町条例第８号）、西淡町介護

保険条例（平成12年西淡町条例第５号）、三原町介護保険条例（平

成12年三原町条例第６号）及び南淡町介護保険条例（平成12年南淡

町条例第14号）は廃止する。 

 

（経過措置） （経過措置）  



３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、

合併前の緑町介護保険条例（平成12年緑町条例第８号）、西淡町介

護保険条例（平成12年西淡町条例第５号）、三原町介護保険条例

（平成12年三原町条例第６号）、南淡町介護保険条例（平成12年南

淡町条例第14号）（以下これらを「旧町の条例」という。）又は、

解散前の三原郡介護認定審査会の委員の定数等を定める条例（平成

11年三原郡広域事務組合条例第６号）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた

ものとみなす。 

第３条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日まで

に、合併前の緑町介護保険条例（平成12年緑町条例第８号）、西淡

町介護保険条例（平成12年西淡町条例第５号）、三原町介護保険条

例（平成12年三原町条例第６号）、南淡町介護保険条例（平成12年

南淡町条例第14号）（以下これらを「旧町の条例」という。）又

は、解散前の三原郡介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

（平成11年三原郡広域事務組合条例第６号）の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりな

されたものとみなす。 

 

４ 施行日の前日までに旧町の条例の規定に基づいて課した、又は課

すべきであった保険料については、なお旧町の条例に規定する保険

料の例による。 

第４条 施行日の前日までに旧町の条例の規定に基づいて課した、又

は課すべきであった保険料については、なお旧町の条例に規定する

保険料の例による。 

 

（保険料の特例） （保険料の特例）  

５ この条例による第１号被保険者に対する平成16年度分の保険料の

賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ旧町

の条例に規定する保険料の賦課徴収の例による。 

第５条 この条例による第１号被保険者に対する平成16年度分の保険

料の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ

旧町の条例に規定する保険料の賦課徴収の例による。 

 

６ 当分の間、第14条第１項に規定する延滞金額の年14.6パーセント

の割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、

各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法第93条第２項

の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割

合をいう。以下この項において同じ。）が年7.3パーセントの割合

に満たない場合には、その年（以下この項において「特例基準割合

適用年」という。）中においては、年14.6パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセ

第６条 当分の間、第14条第１項に規定する延滞金額の年14.6パーセ

ントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわら

ず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法第93条第

２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合をいう。以下この項において同じ。）が年7.3パーセントの

割合に満たない場合には、その年（以下この項において「特例基準

割合適用年」という。）中においては、年14.6パーセントの割合に

あっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パ

 



ントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあって

は当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該

加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パ

ーセントの割合）とする。 

ーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあ

っては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合

（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、

年7.3パーセントの割合）とする。 

（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律（平成26年法律第83号）附則第14条に規

定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置） 

（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律（平成26年法律第83号）附則第14条に規

定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置） 

 

７ 法第115条の45第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事

業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、

その円滑な実施を図るため、平成27年４月１日から平成29年３月31

日までの間は行わず、平成29年４月１日から行うものとする。 

第７条 法第115条の45第１項に規定する介護予防・日常生活支援総

合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑

み、その円滑な実施を図るため、平成27年４月１日から平成29年３

月31日までの間は行わず、平成29年４月１日から行うものとする。 

 

８ 法第115条の45第２項第４号に掲げる事業については、その円滑

な実施を図るため、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの

間は行わず、平成28年４月１日から行うものとする。 

第８条 法第115条の45第２項第４号に掲げる事業については、その

円滑な実施を図るため、平成27年４月１日から平成28年３月31日ま

での間は行わず、平成28年４月１日から行うものとする。 

 

９ 法第115条の45第２項第５号に掲げる事業については、その事業

の実施に必要な準備のため、平成27年４月１日から平成28年３月31

日までの間は行わず、平成28年４月１日から行うものとする。 

第９条 法第115条の45第２項第５号に掲げる事業については、その

事業の実施に必要な準備のため、平成27年４月１日から平成28年３

月31日までの間は行わず、平成28年４月１日から行うものとする。 

 

10 法第115条の45第２項第６号に掲げる事業については、その円滑

な実施を図るため、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの

間は行わず、平成28年４月１日から行うものとする。 

第10条 法第115条の45第２項第６号に掲げる事業については、その

円滑な実施を図るため、平成27年４月１日から平成28年３月31日ま

での間は行わず、平成28年４月１日から行うものとする。 

 

 （新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる

場合等における保険料の減免） 

 

 第11条 令和２年２月１日から令和３年３月31日までの間に納期限

（特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以

 



下この項において同じ。）が定められている保険料（第一号被保険

者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第１項の規定による

届出が行われなかったため令和２年２月１日以降に納期限が定めら

れている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得

した日から14日以内に行われていたならば同年２月１日前に納期限

が定められるべきものを除く。）の減免については、次の各号のい

ずれかに該当する者は、第16条第１項に規定する保険料の減免の要

件を満たすものとして、同項の規定を適用する。  

 ⑴ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）

附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（次

号において「新型コロナウイルス感染症」という。）により、第

一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡

し、又は重篤な傷病を負ったこと。 

 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者の属

する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、

山林収入又は給与収入（以下この号において「事業収入等」とい

う。）の減少が見込まれ、次のア及びイに該当すること。 

 

 ア 事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により

補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額）が

前年の当該事業収入等の額の10分の３以上であること。 

 

 イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年

の所得の合計額が400万円以下であること。 

 

 ２ 前項の場合における第16条第２項の規定の適用については、同項

中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければなら

 



ない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるとき

は、別に申請期限を定めることができる」とする。 

   

 



議案第４８号 

 

   南あわじ市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制    

定について 

 

 南あわじ市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定する。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  



南あわじ市条例第  号 

 

   南あわじ市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

 南あわじ市後期高齢者医療に関する条例（平成 20年南あわじ市条例第 14号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

 ⑻ 広域連合条例附則第５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



南あわじ市後期高齢者医療に関する条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条 略 第１条 略  

（市において行う事務） （市において行う事務）  

第２条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律

施行令（平成19年政令第318号）第２条並びに高齢者の医療の確保に

関する法律施行規則（平成19年厚生労働省令第129号）第６条及び第

７条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。 

第２条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律

施行令（平成19年政令第318号）第２条並びに高齢者の医療の確保に

関する法律施行規則（平成19年厚生労働省令第129号）第６条及び第

７条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。 

 

⑴～⑺ 略 ⑴～⑺ 略  

 ⑻ 広域連合条例附則第５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提

出の受付 

 

⑻ 略 ⑼ 略  

第３条以下 略 第３条以下 略  

   

 



議案第４９号 

 

   財産の処分について 

 

次のとおり財産を処分したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和２年６月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘 

 

１ 処分をする財産  

   名 称 南あわじ市ケーブルテレビ伝送路施設 

   所 在 南あわじ市内及び洲本市の一部（納、上堺、鳥飼浦） 

   数 量 ケーブルテレビ伝送路施設 一式 

        

２ 処分の方法 

 無償譲渡 

 

３ 契約の相手方 

１．株式会社オプテージ 

２．西日本電信電話株式会社 

 

４ 財産処分の時期  令和３年１月１日 

 



別紙

処分施設の概要【数量】

譲与先：

物件名 数量 対価

メッセンジャーワイヤー 520,327ｍ 無償

付属物 一式 無償

鋼管柱 80本 無償

譲与先：

物件名 数量 対価

光ファイバーケーブル 372,868ｍ 無償

メッセンジャーワイヤー 2,700ｍ 無償

付属物 一式 無償

鋼管柱 188本 無償

株式会社オプテージ

譲与物件

西日本電信電話株式会社

譲与物件

※上記数量は令和2年3月31日時点のものであり、譲渡予定期日までに支障電柱移設、
譲与先事業者の利用者の増減により若干の変動が生じます。



資料(1) 

南あわじ市ケーブルテレビ施設位置図 

 

 

  

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置図 

 

      処分対象伝送路 



資料(2) 

無償譲渡対象設備簡略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※赤字：譲渡する財産 

青字：撤去する財産 

黒字：撤去する財産（一部撤去済み） 

緑字：継続利用する財産 

 

ケーブテレビ局舎 

ヘッドエンド 
小セル 

(光変換器) 増幅器 

加入者宅 

宅内機器 

伝送路設備 

同軸ケーブル 

鋼管柱 

メッセンジャーワイヤー 
光ケーブル 



資料(3) 

処分財産（無償譲渡物件）の写真 

【メッセンジャーワイヤー（吊線）、光ケーブル、付属物（ハンガー）】 

 

 

 

【付属物】（バンド・支持金物・クロージャー）   【鋼管柱】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光ファイバーケーブル 

メッセンジャーワイヤー 

付属物（ハンガー） 

支持金物 

バンド 

クロージャー 
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